
児
童
虐
待
は
、
保
護
者
や
養

育
者
が
子
ど
も
に
対
し
て
行

う
行
為
で
、
４
つ
に
分
類
さ

れ
て
い
ま
す
。

・
身
体
的
虐
待

な
ぐ
る
、
け
る
、
や
け
ど
を
負

わ
せ
る　

な
ど

・
性
的
虐
待

性
的
行
為
を
強
い
る
、
性
器
を

見
せ
る　

な
ど

・
ネ
グ
レ
ク
ト
（
養
育
の
拒
否
・

怠
慢
）

家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与

え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、

車
の
中
に
放
置
す
る　

な
ど

・
心
理
的
虐
待

言
葉
に
よ
る
お
ど
し
、
無
視
や

拒
否
的
な
態
度
を
と
る
、
き
ょ

う
だ
い
間
の
差
別
、
子
ど
も
が

同
居
す
る
家
庭
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ 

な
ど

「
児
童
虐
待
」
か
な
と
思
っ
た

と
き
、
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と

・「
虐
待
と
い
い
き
れ
な
い
」
と
迷
っ

た
ら
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い

あ
な
た
か
ら
の
相
談
が
、
苦
し

い
思
い
を
し
て
い
る
親
子
が
よ

き
援
助
者
と
出
会
え
る
き
っ
か

け
に
な
る
は
ず
で
す

・
事
実
を
目
で
確
認
し
な
く
て
も
、

匿
名
で
通
告
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す

相
談
し
た
人
が
誰
か
を
特
定
す

る
よ
う
な
情
報
は
、
守
ら
れ
ま

す
。
結
果
と
し
て
虐
待
で
な
く

て
も
、
通
告
し
た
人
が
責
め
ら

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

　

漢
字
は
た
っ
た
１
文
字
で
も
、
豊
か
に
表
現
で

き
ま
す
。
そ
ん
な
漢
字
で
、
あ
な
た
が
、
今
、
イ

メ
ー
ジ
す
る
「
子
育
て
」
を
表
現
し
て
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
真
っ
只
中
、
子
育
て
を
終
え
て
思
う
こ

と
な
ど
、
左
記
要
領
で
応
募
く
だ
さ
い
。

　

ご
応
募
い
た
だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
、
広
報
に

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
ま
た
、
ご
応

募
の
中
か
ら
抽
選
で
20
人
の
方
に
、
播
磨
町
マ
ス

コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
い
せ
き
く
ん
、
や
よ
い

ち
ゃ
ん
」
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
お
送
り
し
ま
す
。
た

く
さ
ん
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
方
法　

ハ
ガ
キ
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
、
①
氏

名 

②
住
所 

③
連
絡
先
（
電
話
番
号
） 

④
子
ど
も

の
年
齢 

⑤
漢
字
１
文
字 

⑥
そ
の
理
由 

⑦
広
報

掲
載
の
際
匿
名
希
望
の
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
入

の
う
え
福
祉
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

※
様
式
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
応
募
期
限　

11
月
30
日
㈪

▼
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先　

播
磨
町
役
場
福
祉
グ
ル
ー
プ

〒
６
７
５
︲
０
１
８
２　

播
磨
町
東
本
荘
１
丁
目
５
︲
30

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
２

�
０
７
９
（
４
３
５
）
０
８
３
１

子どもへの虐待をなくそう！
「守ろうよ 未来を見つめる 小さなひとみ」
～11月は児童虐待防止推進月間～
連絡や相談はこちらまで ○福祉グループ　☎０７９（４３５）２３６２
 ○兵庫県中央こども家庭センター　☎０７８（９２３）９９６６
《夜間や休日や緊急の場合》	○児童虐待24時間ホットライン　☎０７８（９２１）９１１９

大 募 集
あなたのイメージする「子育て」を

漢字１文字に表すとしたら…

11月２日(月)から大中地区の住居表示を実施します
▶問い合わせ　住民グループ　☎０７９（４３５）２３６４

　播磨町では、住みよい町づくりの一環として、町内の市街地全域を対象に順次「住居表示」を実施しています。こ
のたび、11月２日㈪より大中地区で住居表示を実施し、この地区では住所の表わし方が新しくなります。

従来の住所：播磨町大中（古田）○○番地の○
　　

⇒

新しい住所：播磨町大中○丁目○番○号

　大中地区の実施により、町内の住居表示実施率は、面積で74％、世帯数で86％になります。引き続き、住居表示
制度への皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

こどもを
虐待から守るための

５カ条
１．「おかしい」と感じたら迷わず

連絡（通告してください）
２．「しつけのつもり」は言い訳

（子どもの立場に立って判断
しましょう）

３．ひとりで抱え込まない（あな
たにできることから実行しま
しょう）

４．親の立場より子どもの立場
（子どもの命を最優先しま
しょう）

５．虐待はあなたのまわりにも
起こりうる（特別なことでは
ありません）

どなたでも
応募できます。
お待ちしてい

ます

例えば
  「楽」という字。理由は、

「子どもといっしょにたく
さん楽しんだ！」という

感じでいいんだね
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